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II.2.5. OIL8 の説明 
OIL8 の最小値は 0.5 μSv/h に設定された。この値は緊急時の状況下において甲状腺から

測定可能な最小の線量率であると考えられる。妊婦の甲状腺への等価線量は、胎児の甲状

腺への等価線量とおおよそ同程度である[45]ので、この線量率は、子供及び胎児を含むす

べての年齢層に対して甲状腺等価線量(H 甲状腺) 100 から 200 mSv の目安となる。これらの

スクリーニング基準は、さらなる医学的評価を必要とする人々を確認するために用いられ

る。包括的判断基準[1]に従って、これらの OIL の値より低い場合には、追加的な医学的

評価は必要とされない。 
 
これらの値は、緊急時に使用される可能性のある複数の計測機器の応答を考慮して設定さ

れた。甲状腺への線量とモニターの応答との実際の関係は、プローブの大きさと位置、バ

ックグラウンドの線量率及びモニタリングが実施された時期に依存する。そのため、登録

様式（付属書 IV を参照）では、使用したモニターの記録、モニタリングが実施された時

期、を求めている、プローブの位置（測定の配置）及びバックグラウンドの線量率の記録

を必要としている。 
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付属書Ⅲ 放射線による健康への危険性に見通しを与えるための体系

この付属書は、健康への危険性に見通しを与えるための体系に関する根拠を提供する（7
章のチャートを参照）。 
 
Ⅲ.1. レベル 
特定の被ばく状況に対して可能性のある健康への危険性は、4 色でコード化されたレベル

のシステムを用いて把握される（図 14 と表 11 を参照）。 
 
 健康を損なう恐れ（赤）：生命を脅かし得るか又は生活の質を低減する恒久的な障害

（重篤な確定的影響）のような放射線誘発の健康影響の可能性がある。また、このレ

ベルでは、数百人を上回る人々が被ばくした場合に、放射線誘発によるがん発生率の

観測可能な増加の可能性がわずかに存在する。 
 健康への懸念（オレンジ）：健康への危険性は非常に低い。ただし、次のような点を

追加的に評価するために、医療スクリーニングを含む防護措置及び他の対応措置の実

施を要求するような国際基準[1]を上回る線量の可能性がある：（a）妊婦（胎児）に生

じ得る小さなリスク、及び（b）放射線誘発がんリスクのわずかな増加の可能性。 
 暫定的に安全（黄色）：感受性の最も高い公衆の構成員（例えば、子供と妊婦）を含

む公衆の全構成員は安全であって、滞在時間が限定されるか、及び/又は、特定の防護

措置の実施（例えば、放射性物質の経口摂取の低減）のような、特定の制限に従った

場合に放射線被ばくによる健康への危険性はない。 
 安全（緑）：このレベルでは、特定の条件及び公衆の行動（被ばくシナリオ）に対す

る線量が、重篤な確定的影響を最小化又は確率的影響のリスクの低減を目的とする防

護措置及び他の対応措置が正当化される包括的判断基準[1,2]よりも低くなるので、国

際基準[1,2]を満たしており、したがって感受性の最も高い構成員（例えば、子供と妊

婦）を含む、公衆の全構成員は安全である。このレベルより低い線量では、重篤な確

定的影響は生じず、たとえ非常に大きなグループが被ばくしてもがん発生における観

測可能な増加は生じない。さらに、放射線誘発がんのリスクは、例えば医療スクリー

ニング[1,2]のようないかなる対策も正当化できないほど低くなる。 
 
有害な影響の確率がどれだけ低いとしても、胎児に対する放射線誘発による健康影響の可

能性がチャート上で示された場合には注意深く記録しておくことが重要である。胎児に対

する放射線誘発による健康影響は、成長の段階など多くの要因に依存しており、これを十

分に評価できるのは、被ばく効果に関する診察、治療及び管理の専門家のみである。もし

チャートによって、胎児に対する放射線誘発の健康影響の可能性が示されていたとしても、

過剰な被ばくに対処した経験を持つ専門家[46]によって、適切な医学検査及び診察が行わ

れない限り、妊娠中絶は正当化されない。その他の人、例えば地域の医者などは、おそら
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く、このような評価に必要な専門性を有していないものと考えられる。 
 
Ⅲ.2. 線量に関する根拠 
表 25 は、Ⅲ.1 節で議論した健康への危険性のレベルに関する線量の根拠を提供している。 
 
表 25 炉心又は使用済燃料プールからの放出に関する健康への危険性レベルを定義する

ために利用された線量基準（1/2） 
健康への 
危険性の 
レベル 

基準 参考文献 解説 

 外部被ばく 

AD 赤色骨髄 

1 Gy 

参考文献[1] 

表 2 
この基準未満に線量を維持していることを確認すること

で、別途検討している胎児の場合を除いて[24]、全身へ

の外部被ばくがいかなる確定的影響も引き起こさないこ

とを確認できる（例えば、排卵や精子数の恒常的な抑制）。 

AD 胎児 

1 Gy 

参考文献[46] 「健康への危険をともなう可能性」に対する基準レベル 1 
Gy は、胎児に重大な精神遅滞が生じる確率が高いことを

意味するために利用された。胎児に対しては、次の理由

から参考文献[1]の表 2 に示された包括的判断基準よりも

高い線量の値が利用された：（a）参考文献[1]の表 2 の包

括的判断基準では、胎児に対する重篤な確定的影響が引

き起こされるのが、胎児発達の特定期間（妊娠期間の 8-15
週目）のみ小さな確率があること、そして、（b）参考文

献[1]の表 2 に与えられた包括的判断基準においては、高

線量率の場合にのみ重篤な確定的影響が観察されてい

て、放出後の敷地外で生じると考えられる低線量率によ

るしきい値は、より高くなる可能性があるためである。 

内部被ばく 

AD 甲状腺 

2 Gy 

参考文献[1] 

表 2 
― 

AD 胎児 

1 Gy 

参考文献[46] 「健康への危険をともなう可能性」に対する基準レベル 1 
Gy は、胎児に重大な精神遅滞が生じる確率が高いことを

意味するために利用された。胎児に対しては、次の理由

から参考文献[1]の表 2 に示された包括的判断基準よりも

高い線量の値が利用された：（a）参考文献[1]の表 2 の包

括的判断基準では、胎児に対する重篤な確定的影響が引

き起こされるのが、胎児発達の特定期間（妊娠期間の 8-15
週目）のみ小さな確率があること、そして、（b）参考文

献[1]の表 2 に与えられた包括的判断基準においては、高

線量率の場合にのみ重篤な確定的影響が観察されてい

て、放出後の敷地外で生じると考えられる低線量率によ

るしきい値は、より高くなる可能性があるためである。 

 
  

健
康

を
損

な
う

恐
れ

（
赤

）
 

重
篤

な
確

定
的

影
響

が
生

ず
る

可
能

性
が

あ
る

 

JAEA-Review 2016-013

- 140 -



JAEA-Review 2016-013

- 141 - 

表 25 炉心又は使用済燃料プールからの放出に関する健康への危険性レベルを定義する

ために利用された線量基準（2/2） 
 全ての潜在的な被ばく経路を通じてもたらされる線量の合計 

AD 赤色骨髄 

100 mGy 

参考文献[1] 

表 3 

外部被ばくに対して、AD 赤色骨髄は参考文献[1]の表 3 に与

えられた実効線量と数値的に等しい。 

H 胎児 

100 mGy 

参考文献[1] 

表 3 
― 

H 甲状腺 

100 mGy 

 参考文献[1]の表 3 に与えられた包括的判断基準は、ITB
履行の必要性に言及していること、そして、医療追跡調

査を必要とする線量ではないことから、ここでは利用さ

れなかった。胎児に対する等価線量（H 胎児）が妊婦の甲

状腺等価線量（H 甲状腺）に対して上下 2 倍以内に含まれ

ると仮定されることで、100 mSv が代用されている。 

経口摂取のみ 

H 経口摂取 

10 mGy 

参考文献[1] 

II.22 段落 
年間 10 mSvとは、参考文献[1]に与えられた包括的判断

基準の 10 分の 1 となる値である。この基準は、移転して

いない人々が合計の線量（経口摂取による線量を含む）

が年あたりの包括的判断基準である 100 mSvを上回らな

いことを確認し、甲状腺等価線量（H甲状腺）及び胎児に対

する等価線量（H胎児）62が参考文献[1]に与えられた包括

的判断基準を下回ることを確認するために利用される。 

 
Ⅲ.2.1. 健康を損なう恐れ（赤） 
臓器又は組織における RBE で重み付けられた吸収線量（ADT）は、重篤な確定的影響に

対するしきい値を特定するために利用される[24]。RBE で重み付けられた臓器及び組織の

線量は、臓器又は組織（T）における放射線（R）の平均吸収線量と生物効果比（RBER,T）

との積として定義される。「健康への危険をともなう可能性」として指定された線量の値は、

注記のある場合を除いて、参考文献[1,2]に与えられた包括的判断基準に基づいている。こ

のレベルにおいては、その線量を被ばくした 5%に重篤な確定的影響が起こる可能性があ

る（AD05）。 
 
表 25 は、 炉心又は使用済燃料プールからの放出に関して決定的に重要な意味をもつ臓器

又は組織について、「健康への危険をともなう可能性」を示す線量の値を RBE で重み付け

られた吸収線量として記載している。これらの線量を記載された基準未満に維持すれば、

小さな可能性の存在する胎児（成長の段階に依存する）を除いて、表 25 においてすでに

議論したように、いかなる重篤な確定的影響も起こり得ないことを確認することができる。

                                                  
62 炉心又は使用済燃料プールからの放出後に存在する様々な放射性核種に対して、シーベルト（Sv）単

位の甲状腺等価線量（H 甲状腺）及び胎児等価線量（H 胎児）はシーベルト（Sv）単位の実効線量よりも 10
倍以上大きくなる。 
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「健康を損なう恐れ」の基準を上回る場合には、緊急の診察、コンサルテーション及び重

篤な確定的影響の管理に関する医療処置が必要とされる。 
 
表 25 における重篤な確定的影響のしきい値は、高線量率による短期間での被ばくに対す

るしきい値に基づいていることに注意しなければならない。このしきい値は、図 38 に図

示しているように、炉心又は使用済燃料プールの緊急事態に対して放出後に敷地外で生じ

る線量率よりも高くなる可能性が大きい。 
 

 

図 38  赤色骨髄に対する致死の外部被ばく、及び胎児に対する致死の外部被ばくのしき

い線量（AD05）の線量率依存性 
 
Ⅲ.2.2. 健康への懸念（オレンジ） 
表 25 において「健康への懸念」を示している線量の値は、注記のある場合を除いて、参

考文献[1]の表 3 に示されている防護措置又は他の対応措置が必要とされる国際基準（包括

的判断基準）と等しいか、又はこれを上回る。 
 
これらの線量未満では、放射線誘発によるがん発生率の増加は不確かであり、検知できな

い[22,23,24,48]。さらに、基準未満の線量に対する放射線誘発がんのリスクは、医療スク

リーニングのような対策の実施を正当化できないほど小さくなる[1,2]。 
 
これらの基準は高線量率での被ばくに対して設定された。炉心又は使用済燃料プールから

赤色骨髄 

胎児の死亡 

線量率 
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の放出後に敷地外で生ずると考えられる低線量率に対して、放射線誘発がんリスクの同等

なレベルは、おそらく、2 倍かそれ以上の線量で生ずる可能性がある[36]。 
 
表 25 は、実効線量（E）に対する 1 つの基準を提供している。ただし、実効線量は、特定

の臓器を対象としていないので、放射線被ばくによって個人に生ずる可能性のある健康影

響を評価するための根拠として利用することはできない[36]。放射線誘発による健康影響

のリスクを評価するために、実効線量のみを利用すると、個人の甲状腺又は胎児に対する

リスクを著しく過小評価してしまう可能性がある。それゆえに、表 25 に与えられた実効

線量基準を超えていないとしても、それは安全を意味しない。赤色骨髄に対して RBE で

重み付けられた吸収線量（AD 赤色骨髄）、甲状腺等価線量（H 甲状腺）及び胎児に対する等価

線量（H 胎児）がいずれも基準より低い場合にのみ、安全とみなすことができる。 
 
Ⅲ.2.3. 暫定的に安全（黄色）及び安全（緑色） 
「安全」とは、重篤な確定的影響の最小化又は確率的影響のリスクの低減を目的とする防

護措置又は他の対応措置を必要とする国際基準[1,2]のことではない。「安全」はまた、「健

康への懸念」及び「健康を損なう恐れ」に対する線量基準を上回るような特定の条件や公

衆の行動を意味するのでもない。 
 
「安全」とは、参考文献[1]で説明されているように、放射線被ばくに対する感受性の高い

子供や妊婦（胎児）のような構成員を含む、公衆の構成員すべてが：（a）重篤な確定的影

響を引き起こし得る線量に達する線量を臓器に受けていないこと、そして（b）医療スク

リーニングのような防護措置又は他の対応措置の実施を正当化できる確率的影響のリスク

（例えば、放射線誘発がん）を上回る線量を受けていないことを意味する[1]。 
このレベルでは、重篤な確定的影響は生じず、たとえ非常に大きなグループが被ばくして

もがん発生における観測可能な増加は生じない[22,23,24]。さらに、放射線誘発がんのリ

スクは、医療スクリーニングのようないかなる対策の実施も正当化できないほど小さくな

る[1,2]。これらの結論の根拠は、参考文献[24]において詳細に述べられており、低線量（200 
mGy 未満）及び低線量率（0.1 mGy/h）において放射線誘発による健康影響の発生の増加

を示す明白な根拠を観察することができないとする UNSCEAR 報告[48]の指摘とも矛盾

しない。 
 
「暫定的に安全」とは、滞在時間の限定のような特定の制限が守られた場合に、及び/又は、

特定の防護措置（例えば、放射性物質の経口摂取の低減）が実施された場合に安全である

ことを意味する。 
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Ⅲ.3. 計測された実用量の見通しを与えるための体系 
7 章（及び、上記の記述）に与えられた、健康影響への危険性の点から計測された実用量

の見通しを与えるためのチャート 1-4 は、付属書Ⅱに記載されているように、関連する被

ばくシナリオに対する OIL の計算に利用されたものと同じ方法と仮定によって算出され

た線量に基づいている。ここには「代表的個人」の利用のように、合理的で保守的な仮定

も含まれている。代表的個人とは、緊急事態時に公衆の構成員が受けると合理的に予測さ

れる最大の線量を表すために定義される理論的概念である。ほとんどの場合、関連する被

ばくシナリオに関して、代表的個人に対して計算された線量に達する線量を受ける構成員

はいないであろう。軽水炉又は RBMK 並びにそれらの使用済燃料プールから核分裂生成

物が放出された後に予想される放射線誘発による健康影響は、すべて考慮される。チャー

トに示されている放射線誘発による健康影響は、子供や妊婦（胎児）のように、放射線感

受性の最も高い公衆の構成員に対するリスクを表すように意図されているので、すべての

公衆の構成員が検討に含まれるように考慮されていることになる。 
 
Ⅲ.4. 計算された線量の見通しを与えるためのシステム 
7 章のチャート 5 は、線量が正確に計算された場合に、計算された線量の見通しを与える

ために利用できる。チャート 5 は表 25 で与えられた線量に基づいているものの、表 25 に

与えられている甲状腺（AD 甲状腺）と胎児（AD 胎児）に対する RBE で重み付けられた線量

は表 27 で議論されている等価線量に対応して関連付けることができるので、表 26 に与え

られた 3 つの線量だけは計算する必要がある。 
 

表 26 チャート 5 に与えられた健康への危険性の異なるレベルを示す線量 
健康への危険性レベル H 甲状腺 H 胎児 AD 赤色骨髄 

健康を損なう恐れ ≥ 10 000 mSv ≥ 1 000 mSv ≥ 1 000 mGy 

健康への懸念 ≥ 100 mSv ≥ 100 mSv ≥ 100 mGya 
a 外部被ばくについて、この値は胎児に対する等価線量（H 胎児）100 mSv と数値的に等しいものとみな

される 
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表 27 「健康を損なう恐れ」を示す線量について、炉心又は使用済燃料プールからの放
出の際に RBE で重み付けられた吸収線量は甲状腺等価線量及び胎児等価線量とどのよう
に関連付けられるか 
表 25 に与え

られた RBE
で 重 み 付 け

ら れ た 吸 収

線量 

RBE で重み付け

られた線量を表

すためにチャー

ト 5 で利用され

た線量 

説明 

AD 甲状腺 

2 Gy 

H 甲状腺 10 Sv 

（10 000 mSv） 

核種放射性ヨウ素の摂取のみが考慮される。その理由は、炉心又は使

用済燃料プールからの放出後に、吸入又は経口摂取から最も高い線量

を受ける臓器である甲状腺の被ばく源となるためである。これにより

次のように仮定できる： 

H 甲状腺（Sv） = AD 甲状腺（Gy）/RBE 甲状腺、ここで RBE 甲状腺は 0.2 で

ある[24]。 

AD 胎児 

1 Gy 

H 胎児 1 Sv 

（1000 mSv） 

炉心又は使用済燃料プールからの放出に関して、胎児の等価線量（Sv）

は RBE で重み付けられた胎児の吸収線量（Gy）と数値的に等しいと仮

定する。 

 

炉心又は使用済燃料プールからの放出に関して、体内摂取による AD 胎児

は、放射性ヨウ素の体内摂取による胎児等価線量が支配的である。胎児

甲状腺への内部被ばくに関する AD 胎児を計算する場合には、RBE 胎児 = 1

を仮定する（代表的個人の甲状腺に関する AD 甲状腺の計算に際しては、

文献[24]で明記されているとおり RBE = 0.2 ではない）。放射性ヨウ素の

体内摂取にともなう確定的影響に関するしきい値について、データがな

いので、このように保守的な方法を利用した。 
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付属書 IV 登録様式

 
正式に求められるまで本様式をお持ちください。出発前に係員が回収します。 

連
絡
先 

回答者： □本人   □代理人 (本人との関係)                     

氏名：                   記入日：     記入時間      

生年月日：    年   月   日      性別：□男  □女 

子供の場合、親／保護者の氏名：            ／             

国籍：              出生地                     

現住所：                                     

職場／学校の住所：                                

自宅電話：       携帯電話：        電子メール：          

あなたへの連絡方法をご存知の友人又は親戚の氏名と電話番号／電子メール： 

                                         

(該当する場合)今後の新しい住所：                          

引越の予定日：    年   月   日 

線
量
評
価
の
詳
細 

所属： □一般の方    □緊急時作業者    □その他 (具体的に)       

妊娠していますか？  □はい  □いいえ  

安定ヨウ素による甲状腺ブロッキング剤を摂取しましたか？ □はい □ いいえ 

負傷又は他の医療的な懸念事項：                          

                                         

地域産物を消費しましたか？  □はい  □いいえ  □露地栽培  □ハウス栽培  □不明 

種類：                                      

地域で放牧されている家畜のミルクを消費しましたか？  □はい  □いいえ 

消費量：              家畜の種類：                  

飲料水の水源：  □水道水(民営の水道設備)    □雨水の収集    □井戸 

居住地の建物の種類：□家屋           □大きな建物 

建築の種類：        □コンクリート   □木造／鉄骨   □その他(具体的に)       

職場／学校の種類：  □家屋           □大きな建物 

建築の種類：        □コンクリート   □木造／鉄骨   □その他(具体的に)       

緊急時にいた場所／そのときの行動：                                

備考：                                       

対
応
を
行
う
職
員
が
記
入 

手及び顔をモニタリングしたか？ □はい □いいえ    OIL4 を超過したか？              □はい   □いいえ 

顔／手の線量率        μSv/h               測定日時：                      

バックグラウンドの線量率       μSv/h 

甲状腺をモニタリングしたか？   □はい □いいえ   OIL8 を超過したか？               □はい   □いいえ 

皮膚と接触したときの甲状腺の線量率      μSv/h     測定日時：                   

バックグラウンドの線量率       μSv/h              使用した装置の種類：              

除染したか？                  □はい □いいえ   医学的診察が必要か？             □はい   □いいえ 

医学追跡調査が必要か？       □はい □いいえ 

備考：                     署名：                         
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付属書 V 原子力又は放射線の緊急事態における公衆の典型的な疑問と懸念

 
公衆の典型的な疑問と懸念を、公開された報道記事から収集して以下に記載する。これら

の疑問と懸念は、科学的に正確でないか又は十分に情報が提供されていない可能性がある。 
 

論点 疑問/懸念 

 
 
 
 
 

安全 

 私の家族は今、安全なのか？ 
 私の家族が今安全なのかを確認するために、できることは何か？ 
 汚染とは何か？そしてそれは危険なのか？ 
 線量計を購入して身に着けるべきか？ 
 どのくらいの放射線被ばく量であれば安全なのか？いつ放射線で健康を

害するのか？ 
 なぜ、年間の安全限度が 1 mSv/年から 100 mSv/年へと変わったのか？ 
 子供は外で遊んでもよいのか？ 
 自宅の除染（例えば、庭の地表土壌の除去など）を行うべきか？ 
 通常よりも 20 倍高い放射線レベルは何を意味するのか？ 

 
 
 
 
 
 
 

健康影響 

 

 私の健康にどのような影響が生ずる可能性があるのか？ 
 どのくらいの線量を受けると、私の健康にどんな意味をもつのか？ 
 私の体内の放射線レベルを確認する必要はあるのか？計測や検査の結果

は何を意味しているのか？ 
 放射線測定を受けて、汚染が発見されました。大丈夫でしょうか？ 
 放射線を被ばくした場合に何が生じているのか？可能性のある健康影響

とは何か？ 
 私は妊婦です。赤ちゃんへの危険はないのでしょうか？赤ちゃんは欠陥を

もって生まれてくるのでしょうか？堕胎すべきでしょうか？ 
 母乳で育てることはできるでしょうか？ 
 _____は放射線被ばくに対して防護できるのか？ 
 ヨウ化カリウム（KI）剤を摂取すべきでしょうか？ 
 放射線被ばくに対する防護のために、その他のタイプのヨウ素を利用すべ

きでしょうか？ 

 
地域産物、 
ミルク及び 

飲料水の汚染 

 ミルク又は水道水を飲むことはできるでしょうか？瓶入りの水を利用す

べきでしょうか？ 
 食物を食べることはできるでしょうか？私が購入している食物はどこで

育てられたのか？ 
 購入した地域産物の放射線レベルを検査するためにガイガーカウンター

を利用すべきでしょうか？ 
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 なぜ政府が設定した限度よりもさらに低いレベルで、地域産物の許容汚染

レベルを制限しているスーパーマーケットがあるのか？ 

 
 
 
 
 
 

避難 

 どのくらいの期間避難が行われ、いつになったら帰還が許可されるのか？ 
 避難区域に関する助言に食い違いがある。どちらの助言に従えばよいの

か？ 
 緊急事態において避難区域外がなぜ安全だと言えるのか？ 
 ホットスポットとは何か？ 
 高齢なので残りの人生をここで過ごしたい。被ばくを受けることも、汚染

されることも不安には感じない。私は避難したくない。 
 もし避難しても失業手当給付は欲しくない。仕事を見つけることはできる

のか？ 
 避難が必要である。しかし、引っ越し業者が被災地域に入ることを拒絶し

ている。持ち物をどうやって運んだらよいのか？ 
 家畜やペットなど、動物への対応をどうすべきなのか？ 

 
 

烙印を押す行

為 

 被災地域の出身であるために、私の子供は学校でいじめを受けている。ど

うすべきなのか？ 
 ナンバープレートが被災地域となっているために、ガソリンスタンドに入

れてもらえない。どうすべきなのか？ 
 被災地域から出荷されているという理由で、スーパーマーケットは私の生

産物を販売してくれないし、消費者は購入してくれない。どうすべきなの

か？ 
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用語定義

 
安全用語集[33]に記載のない用語は、* で示した。 

新しい定義は、本文書でのみ適用する。 
 
（緊急時対応のための）取り決め（arrangements(for emergency response)） 
原子力又は放射線の緊急事態への対応に必要な特定の機能又は作業を遂行するための能力

を提供するのに必要な基盤要素を統合したもの。これらの要素には、権限と責務、組織、

調整、要員、計画、手順、施設、設備又は検収が含まれるだろう。 
 
汚染（contaminated*） 
物又は人の表面又は内部に、移転、除染又は輸出制限のような措置が必要となる OIL のよ

うな、あらかじめ定められた判断基準を上回る量の放射性物質が存在すること。 
 
健康への危険（dangerous to health*） 
(1)重篤な確定的影響、又は(2)放射線誘発がんによるがん発生数の増加、をもたらすような

電離放射線への被ばくの可能性。 
 
確定的影響（deterministic effect） 
放射線の健康影響であって、それに対する線量のしきい値が一般に存在し、しきい値を超

えると線量が高いほど影響の重篤度が増す影響のこと。このような影響は、致死的である

か、生命を脅かすほどであるか、又は生活の質を低下させるほどの永久障害の場合、「重篤

な確定的影響」と呼ばれる。 
 
拡大計画距離（extended planning distance (EPD)*） 
(1)放出から 1 日以内の避難、又は(2)放出から 1 週間から 1 ヵ月以内の移転を正当とする

線量率のホットスポットの位置を確認するために、沈着物の早期モニタリングの実施を取

り決めておく原子力発電所周辺の距離。 
 
早期対策（early action*） 
数日から 1 ヵ月の間に、効果的に実施できる防護措置又は他の対応措置。原子力又は放射

線の緊急事態において、最も共通して考慮される早期防護措置又は他の対応措置には、移

転、汚染された可能性のある地域産物、野生産品（例えば、きのこや猟鳥獣類）、ミルク、

家畜飼料又は商品の消費と流通制限、及び医療スクリーニングのための登録である。 
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緊急事態（emergency） 
人の健康と安全、生活の質、財産又は環境に対する危険性又は悪影響を主として緩和する

ために、迅速な措置が必要な通常でない状況又は事象。これには、原子力及び放射線の緊

急事態、並びに火災、危険化学物質の放出、嵐又は地震のような在来の緊急事態も含まれ

る。また、認知された危険性の影響を緩和するために迅速な措置が正当とされる状況が含

まれる。 
 
緊急時活動レベル（emergency action level (EAL)） 
緊急事態クラスを検出し、認識して決定するために用いられる、特定のあらかじめ決めら

れた観測可能な判断基準。 
 
緊急事態クラス（emergency class） 
同様の迅速な緊急時対応を正当とする一連の状態。この用語は、必要な対応のレベルを対

応組織と公衆に伝えるために用いられる。ある緊急事態クラスに属する事象は、施設、線

源又は行為に固有の判断基準によって定義され、この基準は、仮にこれを超えた場合、規

定されたレベルの分類を示す。各緊急事態クラスに対しては、対応組織の初期活動があら

かじめ定まっている。 
 
緊急事態区分（emergency classification） 
権限のある担当官が運用可能な緊急事態クラスを宣言するために、緊急事態を分類するプ

ロセス。緊急事態クラスの宣言に基づいて、対応組織はその緊急事態クラスに対してあら

かじめ定められた対応措置を開始する。 
 
緊急時段階（emergency phase） 
緊急時対応を正当とする状況の検出から、緊急事態の最初の数ヶ月に予期される放射線状

態を見越して、又はそれに対応して取られるあらゆる措置の完了までの期間。この段階は

通常、状況が制御され、食物制限と一時移転の必要な地域を確認するのに十分なほど敷地

外の放射線状態が特徴付けられ、必要なあらゆる食物制限と一時的移転が実施されたとき

に終了する。 
 
緊急時計画（emergency plan） 
緊急事態への対応のための行動の目的、方針及び概念、並びに系統的で調整された効果的

な対応のための体制、権限及び責務を記載したもの。緊急時計画は、他の計画、手順及び

チェックリスト作成の基礎を提供する。 
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緊急時準備（emergency preparedness） 
人の健康と安全、生活の質、財産及び環境に対して緊急事態が及ぼす影響を、効果的に緩

和する措置を講ずる能力の整備。 
 
緊急時手順（emergency procedures） 
緊急事態において対応要員が取るべき措置を詳細に記載した一連の指示書。 
 
緊急時対応（emergency response） 
人の健康と安全、生活の質、財産及び環境に与える緊急事態の影響を緩和するための措置

の実施。これはまた、通常の社会及び経済活動の再開の基礎を与えることがある。 
 
緊急時役務（emergency services） 
一般に利用可能で、緊急時対応の機能を遂行する地域の敷地外対応組織。これには、警察、

消防及びレスキュー隊、救急及び危険物質の管理チームが含まれる。 
 
緊急時作業者（emergency worker） 
人の健康と安全、生活の質、財産又は環境に対する緊急事態の影響を緩和するための措置

を遂行する際に、職業人の線量限度を超えて被ばくする可能性のある作業者。 
 
緊急時重点区域（emergency zone） 
予防的措置を行う区域及び/又は緊急防護措置を計画する区域。 
 
被ばく（exposure） 
照射を受けている行為又は状態。被ばくは、（体外の線源による）外部被ばく、もしくは（体

内の線源による）内部被ばくのいずれかである。 
 
被ばく経路（exposure pathway） 
放射線又は放射性核種が人体に達して被ばくを起こすことのできる経路。 
 
グランドシャイン（ground shine） 
地表面に沈着した放射性核種からのガンマ線。 
 
ホットスポット（hotspot*） 
OIL 又は他のあらかじめ定められた判断基準を上回る放射性物質が地表面に沈着した地域。 
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不注意による経口摂取（inadvertent ingestion） 
意図しない放射性物質の摂取、通常、手から口への移行によって生ずる。 
 
飲食物摂取及び日用品計画距離（ingestion and commodities planning distance (ICPD)*） 
原子力発電所の全面緊急事態宣言によって通報されてから数時間以内に、原子力発電所周

辺で以下の取り決めをしておく地域の距離：(a) 放牧家畜に貯蔵（覆いをかけた）飼料を

与える、(b) 雨水を直接使う飲料水供給施設を保護する（例えば、雨水収集管を外す）、(c) 
必須でない地域産物、野生産品（例えば、きのこや猟鳥獣類）、放牧家畜のミルク、雨水、

家畜飼料の消費と流通を制限する、及び(d) 再評価を行うまで商品の出荷を制限する。 
 
地域産物（local produce*） 
野外で栽培され、放出物によって直接汚染される可能性があり、数週間以内に消費される

食物（例えば、葉菜）。 
 
指標（marker*） 
指標放射性核種（同位元素）に関する項目を参照。 
 
指標放射性核種（同位元素）（marker radionuclide (isotope)*） 
指標放射性核種は、環境又は実験室において容易に確認され、他の存在するすべての放射

性核種を代表し、包括的な同位体分析を実施することなく防護措置又は他の対応措置が必

要か否か決定するために利用される。 
 
メディア（media*） 
ラジオ、テレビ、インターネットのウェッブサイト、新聞及び雑誌、並びにソーシャルメ

ディアを含む、公衆とのコミュニケーションの方法。 
 
医学追跡調査（medical follow up*） 
放射線被ばくの可能性があった後に実施される長期的な健康モニタリングであり、甲状腺

がんのような放射線誘発の健康影響を検知し効果的に治療することを意図している。 
 
医療スクリーニング（medical screening*） 
緊急の医学検査又は医学追跡調査のための登録が必要か否か判断するための兆候や情報の

検討。 
 
敷地外（off-site） 
敷地区域の外側。原子力発電所の事業者によって管理されている地域を超える領域。 

JAEA-Review 2016-013

- 157 -



JAEA-Review 2016-013

- 158 - 

敷地外の意思決定者（off-site decision maker*） 
PAZ、UPZ、EPD 及び ICPD 内の公衆を防護するための措置を追加的な協議をすること

なく直ちに実施する権限と責任を有する敷地外の人。 
 
敷地内（on-site） 
敷地区域の内側。 
 
運用上の介入レベル（operational intervention level(OIL)） 
計器によって測定されるか、又は研究室の分析で決定される見積もられたレベルで、介入

レベル又は対策レベルに対応する。OIL は通常、線量率又は放出された放射性物質の放射

能、時間積算された空気中濃度、土壌又は地表濃度、あるいは環境中、食物又は水試料中

の放射性核種の放射能濃度で表される。OIL は環境測定に基づいて適切な防護措置を決定

するために、（詳細な又は追加的評価なしに）迅速に直接的に用いられる対策レベルの一種

である。 
 
予防的措置区域（precautionary action zone (PAZ)） 
敷地外の重篤な確定的影響のリスクを低減するために、原子力又は放射線の緊急事態の発

生時に緊急防護措置を実施する取り決めが作成されている施設周辺の区域。この区域内の

防護措置は、施設のその時の状態に基づいて、放射性物質の放出又は被ばくの前、又は直

後に実施されることになる。 
 
防護措置（protective action） 
緊急時又は長期被ばく状況において公衆の構成員が受ける線量を回避又は低減することを

意図した介入。 
 
放出物（release*） 
炉心の損傷した燃料又は使用済燃料プールから放出され、敷地外にプルームを形成する可

能性のある放射性物質。 
 
対応組織（response organization） 
加盟国によって指定又は認定された組織であって、緊急時対応のあらゆる側面を管理又は

実行する責務を負うもの。 
 
重大な燃料損傷（severe fuel damage*） 
炉心又は使用済燃料プール内の核燃料に対する損傷で、核燃料に格納されている燃料ピン

のうち 20%を上回る燃料が損傷に関与している場合。 

JAEA-Review 2016-013

- 158 -



JAEA-Review 2016-013

- 159 - 

重篤な確定的影響（severe deterministic effect） 
死亡又は生命脅かすほどであるか、あるいは生活の質を低下させるほどの永久障害となる

ような確定的影響。 
 
当直長（shift supervisor*） 
当直長とは、制御に係る作業者の交代勤務時間中の活動を管理して責務を負う人のことで

ある。当直長は緊急事態区分及び敷地外への通報に責任を負う。 
 
シーベルト（sievert(Sv)*） 
等価線量及び実効線量の SI 単位で、1 J/kg と等しい。複数の異なる線量計測の量がシー

ベルトで与えられる（例えば、臓器又は組織に対する等価線量、実効線量、周辺線量当量、

個人線量当量）。単位は同じであるものの、これらの異なる量を比較することはできない。 
 
敷地区域（site area） 
許認可された施設、活動又は線源を有する地理的区域であって、その中では許認可された

施設又は活動を管理するものが緊急時活動を直接発動できる。これは普通、セキュリティ

ー境界フェンス、又はその他の指定された所有表示内の区域である。また、放射線計測用

線源周辺の管理区域、又は疑わしい危険性の周囲に第一対応者が設定した交通遮断区域で

もあり得る。 
 
特別施設（special facility） 
その地域で仮に緊急防護措置が命ぜられた場合、あらかじめ定められた施設特有の措置を

講ずることが必要となる施設。例えば、火災や爆発を防止するために一定の措置が講じら

れるまでは立ち退くことができない化学プラント、及び電話機能を維持するために職員を

配置していなければならない通信センターが含まれる。 
 
特別な住民集団（special population group） 
有効な防護措置を講ずるために、特別の取り決めが必要となる公衆の構成員。例えば、障

害者、入院患者及び受刑者が含まれる。 
 
確率的影響（stochastic effect） 
放射線によって誘発される健康影響であって、その発生確率が線量の増加と共に増加する

が、（もしそれが生じても）その重篤度が線量には依存しないもの。確率的影響には身体的

影響又は遺伝的影響があり、通常、線量のしきい値なしで発生する。例えば、甲状腺がん

や白血病がある。 
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緊急防護措置（urgent protective action） 
緊急事態が生じた場合の防護措置で、有効であるために迅速に（通常は数時間以内に）実

施しなければならず、仮に遅れるとその有効性が著しく低下してしまう防護措置。 
 
緊急防護措置計画区域（urgent protective action planning zone(UPZ)） 
原子力又は放射線の緊急事態の発生時に、国際基準に従って敷地外の線量を回避するため

に、緊急防護措置を講ずるための取り決めを作成しておく施設周辺の区域。この区域内の

防護措置は、環境モニタリング、又は、適宜、施設の状態に基づいて講ずることになる。 
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略語と記号

 
ADT  RBE weighted absorbed dose to organ or tissue T 
CANDU  Canada deuterium uranium reactor 
E  effective dose 
EAL  emergency action level 
ECS  emergency command system 
ECCS  emergency core cooling system 
EPD  extended planning distance 
EPR  emergency preparedness and response 
GC  generic criteria 
FAO  Food and Agricultural Organization 
ICPD  ingestion and commodities planning distance 
ICRP  International Commission on Radiological Protection 
IAEA  International Atomic Energy Agency 
ILO  International Labour Organization 
ITB  iodine thyroid blocking 
HT  equivalent dose to organ or tissue T 
LOCA  loss of coolant accident 
LWR  light water reactor 
MW(e)  megawatt electric 
MW(th)  megawatt thermal 
OIL  operational intervention level 
PAHO  Pan American Health Organization 
PAZ  precautionary action zone 
RBE  relative biological effectiveness 
RBMK  type of graphite moderated reactor 
UPZ  urgent protective action planning zone 
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation 
WHO  World Health Organization 
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報告書案の作成と査読の協力者

 
Buglova, E. International Atomic Energy Agency 
Callen, J. International Atomic Energy Agency 
Dodd, B.  BD Consulting, United States of America 
Gant, K.  Oak Ridge National Laboratory, United States of America 
Homma, T. Japan Atomic Energy Agency 
Hunt, J.  Instituto de Radioprotecao e Dosimetria, Brazil 
Kenigsberg, J. National Commission for Radiological Protection, Belarus 
Kuhlen, J. Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and 

Nuclear Safety, Germany 
Kukhta, B. Burnasyan Federal Medical Center of FMBA of Russia, Russian 

Federation 
Kutkov, V. International Atomic Energy Agency 
Martinčič, R. International Atomic Energy Agency 
McKenna, T. International Atomic Energy Agency 
Vilar Welter, P. International Atomic Energy Agency 
Zagyvai, P. International Atomic Energy Agency 
 
 
 
 
 

Pilot Use 
 

Workshop on Protective Actions for Severe Reactor Accidents: 
Vienna, Austria, 12–16 March 2012 

 
Workshop on Protective Actions for Severe Reactor Accidents: 

Vienna, Austria, 11–15 February 2013 
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。

（第8版，2006年）
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